
 
 
（参考） 
・原油輸入価格（2006 年）7,432 円／bl→（2008 年）10,695 円／bl。原油輸入量 15.2 億 bl 
（10,695－7,432）×15.2 億 bl＝約５兆円 
・原油輸入価格（2010 年）6,968 円／bl→（2013 年１~６月）10,450 円／bl。原油輸入量 13.4 億 bl 
（10,450－6,968）×13.4 億 bl＝約 4.7 兆円 
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原油高騰への緊急対策を求める申し入れ 
 
 
 
原油価格の上昇や円安、国内需要の増加に伴い、ガソリン、軽油は 7 月から 6

週連続で値上がりし、2008 年以来の高値水準に至っている。このような石油製品

価格の上昇は国民生活に重大な影響を及ぼしている。なかでも、農漁業者、運送

業をはじめとする中小・小規模事業者など、価格転嫁が難しい事業者からは廃業

の危機を訴える悲痛な声が寄せられている。 
 
2007 年から 2008 年にかけての原油輸入価格の急騰による負担増は約 5 兆円で

あったが、今次の輸入価格上昇による負担増も約 4.7 兆円（下記参照）と、前回

の高騰時に匹敵する深刻な事態であるとの認識に立つべきである。 
 
そこで、政府におかれては、とくに負担の大きい部門へのきめの細かい緊急対

策に加えて、①省エネ、代替エネルギーの開発促進、②安価な LNG の輸入促進、

③市場投機など国際流動性の拡大による副作用を抑える監視体制の強化と、各国

の金融政策の「出口戦略」に関する連携、④産業の構造転換、といった構造的問

題の解決に向けた総合的な対策を講ずるべきである。 
 
このため次項の通り、公明党原油高騰問題対策本部として、原油高騰問題への

緊急対策を求めるものである。 
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１．原油価格高騰に関する関係閣僚会議の開催 

原油価格高騰に関する関係閣僚会議等を早急に開催し、被災地、中小・小規模企

業、農林漁業者等に対する総合的な対策を検討し実施すること。 
併せて、原油高騰による影響の大きい業界の動向を、所管府省庁がきめ細かく注

視し、所要の措置を講ずること。 
 
 
２．被災地対策 

石油製品需要が増加する季節の到来を待つことなく、原油価格高騰による被災地

での影響を細やかに把握し、被災自治体と連携を強化しながら、適切な処置を講

ずること。 
 
 
３．中小・小規模企業対策 

・原油高騰により事業活動に支障を来たしている中小・小規模事業者に対して、

政府系金融機関や信用保証協会の既往債務の返済条件緩和の継続や新規融資の

拡大など、資金繰り支援を積極的に行うこと。 
・下請け企業の価格転嫁対策として、独禁法や下請法の厳格な運用と、ガイドラ

インの周知徹底を行うこと。 
・クリーニング業や公衆浴場等の生活衛生関係事業者への影響を細やかに把握し、

政策金融による支援策を検討すること。 
 
 
４．業種別のきめ細かい緊急対策の実施 

農業関係 

・H24 年度補正予算で措置された燃油価格高騰緊急対策を継続・拡充するととも

に、施設園芸の経営安定化、省エネ農業への転換を図るため、一層の支援拡充

を検討すること。 
・施設園芸セーフティネット構築事業の発動基準価格引き下げを検討すること。 
・農林漁業用Ａ重油、軽油引取税の免税措置の恒久化を検討すること。 

 

漁業関係 

・現在実施している漁業経営セーフティネット構築事業の拡充措置について、一

層の加入促進を図り、漁業者への周知徹底に努めるとともに、発動ラインの引

き下げ、本事業の恒久化など更なる拡充を検討すること。 

・省エネ機器や省エネ効果の高い漁船・エンジン等の導入への支援の充実を図り、
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強い水産業づくり交付金の運用改善など必要な措置を講ずること。 

 

運送業関係 

【補てん対策】 

・中小トラック事業者構造改善実証実験事業の再実施を検討すること。 

・トラック業界に対する地球温暖化対策税の還付措置の適用について積極的に検

討すること。 

・トラック輸送サービスを維持するための燃料高騰対策補助金の創設を検討する

こと。 

・先進環境対応型ディーゼルトラック等の導入補助金の拡充など、環境性能の高

い車両等の導入支援策を推進すること。 
 

【燃料サーチャージ導入を加速する「アクションプラン」の策定】 

燃料サーチャージ導入促進に向け、経団連をはじめ荷主団体への協力要請を引

き続き行うとともに、導入数値目標の設定、協力的な優良企業の公表、価格転

嫁拒否等の悪質な荷主公表制度の確立などを定めたアクションプランを策定す

ること。 

 

旅客、海運業関係 

・革新的な省エネ船舶の研究開発、省エネ船舶建造支援措置を拡充すること。 

・サーチャージ制による燃油価格高騰の適正な転嫁を促進すること。 

 

 

５．その他 

離島僻地対策ほか 

・H25 年度予算で措置された離島ガソリン流通コスト支援事業を継続・拡充する

こと。 
・軽油、A 重油、灯油などガソリン以外の燃油類について、業種別の対策の充実

に加え、地方自治体による支援制度の創設・充実を後押しするなど、負担引き

下げに向けた措置を講じること。 
・地方自治体が独自に実施する燃油価格引き下げ支援事業について、過疎債の財

源確保による助成措置を拡充すること。 
・給油所の過疎地対策について、総合的な対策を検討し、地域住民の重要な生活

インフラを支えるために万全を期すこと。 
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構造的課題解決に向けた監視強化と海外連携の強化 

・国際原油価格や国内石油製品価格、石油製品の需給動向について監視を強化す

るなど、事業者や国民生活に与える影響に最大限配慮すること。 
・本年 9 月初頭に開催されるＧ２０において、原油価格高騰問題について積極的

に発信するなど、原油価格安定に向けた取り組みを強化するためのリーダーシ

ップを発揮すること。 

・シェールガス権益の取得拡大に向けて積極的な支援を行うこと。 

・より安価な液化天然ガス（ＬＮＧ）の安定的な輸入に向け、消費国間の連携等

によってバーゲニングパワー（交渉力）を強化し、石油価格連動からの脱却に

万全を期すこと。 

 

＜了＞ 


